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生 保 第 ２ 号

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県銃砲等刀剣類所持許可申請手数料等徴収条例の一部改正について

青森県銃砲等刀剣類所持許可申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例が本日か

ら施行されることにより、下記のとおり青森県銃砲等刀剣類所持許可申請手数料等徴

収条例（平成12年３月青森県条例第98号。以下「条例」という。）の手数料が改正さ

れることから、事務処理上誤りのないようにされたい。

記

１ 改正の理由

地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号。以下｢標準令」

とする。）が一部改正され、法第７条第２項の規定に基づく許可証の書換えに係る

手数料の額が減額されたことに伴い、条例に規定される同手数料の金額を標準令に

準じて減額することとした。

２ 改正された手数料

銃砲等刀剣類所持許可証書換え手数料（条例第１条第８号）「1,800円」を

「1,600円」に改めた。

３ 施行期日

令和４年４月１日

４ 添付資料

⑴ 公布・制定文

⑵ 新旧対照条文

担当：生 活 保 安 課

営業・危険物係
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